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和歌山市税条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

令和６年５月２７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

和歌山市規則第４４号 

和歌山市税条例施行規則の一部を改正する規則 

 和歌山市税条例施行規則（昭和２９年規則第６６号）の一部を次のように改正する。 

 別表中「県民税」の次に「森林環境税」を加える。 

 別記様式第６号ア（その１）中「市民税県民税」の次に「森林環境税」を加え、 

      「 市民税 

     を  県民税  に改め、「・県民税」の次に「・森林環境税」を加え、同様式ア（ 

       森林環境税」 

その３）を次のように改める。 

「市民税 

県民税」 
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 別記様式第６号イ（その１）及び同様式ウ（その１）中「市民税県民税」の次に「森林環境税 

           「 市民税 

」を加え、     を  県民税  に改め、「・県民税」の次に「・森林環境税」を加え、            

森林環境税」 

同様式ウ（その３）を次のように改める。

「市民税 

県民税」 
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 別記様式第６号ウ（その４）中「（Ａ）」、「（Ｂ）」、「（Ｃ）」、「（Ｂ－Ｃ）」及び「（Ａ

－Ｂ）」を削り、同様式エ、同様式ケ（その１）及び同様式シ（その１）中「市民税県民税」の次に                                                            

                  「市民税  

「森林環境税」を加え、     を  県民税  に改め、「・県民税」の次に「・森林環境税」                      

森林環境税」 

を加え、同様式シ（その２）を次のように改める。

「市民税 

県民税」 
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  附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

（令和６年５月２７日掲示済）  
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和歌山市介護保険施行規則の一部を改正する規則を公布する。  

  令和６年５月３１日 

     和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第４５号 

和歌山市介護保険施行規則の一部を改正する規則 

和歌山市介護保険施行規則（平成１２年規則第９５号）の一部を次のように改正する。 

別記様式第３３号中「療養等」を「医療院等」に改める。 

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の和歌山市介護保険施行規則別記様式第

３３号による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

（令和６年５月３１日掲示済）
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和歌山市告示第２２７号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の

指定障害福祉サービス事業者の指定をしたので、同法第５１条第１号の規定により次のとおり告示する。 

  令和６年 ５月 １６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

事業所番 

号 

事業所の名 

称 

事業所の所在 

地 

指定に係る 

種類 

主たる対象 

とする障害 

種別 

事業者の名 

称 

事業者の主たる 

事務所の所在地 

指定年月 

日 

指定の有

効期限 

3010124

463 

ゆみお訪問

介護ステー

ション 

和歌山市源

蔵馬場２丁

目４-８ 薮

田マンショ

ン３０１号

室 

居宅介護 身体障害

者、難病

等対象者 

ゆみおグ

ッドライ

フサポー

ト株式会

社 

和歌山市西浜

１０１７番地

７ 

令和６年

５月１日 

令和１２

年４月３

０日 

3010124

471 

らな・ぽす

と 

 

和歌山市湊

1763 番地の

2 

短期入所 身体障害

者、知的

障害者、

精神障害

者 

合同会社

KSリンク 

大阪府泉南市

新 家 2892-1 

ファミール南

大阪214 

令和６年

5月１日 

令和１２

年 4 月

30日 

                                 （令和６年５月１６日掲示済）
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和歌山市告示第２２８号 

 身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、身体障害者福祉法（昭和２

４年法律第２８３号）第１５条第１項に規定する医師がその指定を辞退したので、和歌山市身体障害者福祉法に

関する規則（平成１５年規則第１１号）第４条の規定により次のとおり告示する。 

 

令和６年  ５月  １７日 

                               和歌山市長  尾 花 正 啓    

                                  （令和６年５月１７日掲示済）  

  

氏名 医療機関の名称 医療機関の所在地 診断する障害の種類 辞退年月日 

熊谷 健 
和歌山県立医科大学 

附属病院 
和歌山市紀三井寺８１１－１ 呼吸器機能障害 令和６年３月３１日 
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和歌山市告示第２２９号 

 身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、身体障害者福祉法（昭和２

４年法律第２８３号）第１５条第１項に規定する医師がその指定を辞退したので、和歌山市身体障害者福祉法に

関する規則（平成１５年規則第１１号）第４条の規定により次のとおり告示する。 

 

令和６年 ５月 １７日 

                               和歌山市長  尾 花 正 啓    

                                  （令和６年５月１７日掲示済）  

 

氏名 医療機関の名称 医療機関の所在地 診断する障害の種類 辞退年月日 

髙田 幸尚 

公立大学法人 

和歌山県立医科大学 

附属病院 

和歌山市紀三井寺８１１－１ 視覚障害 令和６年３月３１日 

藤本 大智 

公立大学法人 

和歌山県立医科大学 

附属病院 

和歌山市紀三井寺８１１－１ 呼吸器機能障害 令和６年３月３１日 
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和歌山市告示第２３０号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため介護保険料督促状の送達ができないので、介護保

険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条

の２の規定により告示する。 

なお、送達すべき介護保険料督促状は、介護保険課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付す

る。 

令和６年５月２０日                     

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

年度 期別 種別 備考 

令和５年度 第 ９期 

第１０期 

介護保険料 督促状の指定納付期限を令和６年５月３１日に変

更する。 

 （別紙省略） 

（令和６年５月２０日掲示済）  
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和歌山市告示第２３１号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示

された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和６年５月２２日  

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 （登載省略） 

（令和６年５月２２日掲示済）  
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和歌山市告示第２３２号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条第２項の規定に基づき、放置禁

止区域内に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和６年５月２２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自転車等放置禁止区域 令和６年５月８日、及び同月１１日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転車等放置禁止区域 令和６年５月９日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）印鑑 

（４）費用 

自 転 車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並

びに１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

  和歌山市 都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課 電話 ４３５－１０８２ 

（令和６年５月２２日掲示済）  
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和歌山市告示第２３３号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条の２第２項の規定に基づき、放

置禁止区域外に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和６年５月２２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

和歌山市内一円市道上及び無料駐輪場 令和６年５月１日、同月２日及び同月９日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条の２第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）印鑑 

（４）費用 

自 転 車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並

びに１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

和歌山市 都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課 電話 ４３５－１０８２ 

 （令和６年５月２２日掲示済）  
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和歌山市告示第２３４号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第１０条第３項の規定に基づき、利用

者又は所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、同条第４項の規定により告示する。 

令和６年５月２２日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 処分理由 

  移動し、保管した旨を告示した日から起算して９０日を経過したが、引取りがないため 

２ 処分年月日 

  令和６年５月２３日 

３ 処分自転車等の放置されていた場所、移動し、保管した年月日及び移動し、保管した旨を告示した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 移動し、保管した旨を告示した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自

転車等放置禁止区域 

令和６年２月３日及び同月９日 令和６年２月２１日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転

車等放置禁止区域 

令和６年２月７日 令和６年２月２１日 

南海和歌山市駅前周辺自転

車等放置禁止区域 

令和６年２月５日 令和６年２月２１日 

和歌山市内一円市道上及び

無料駐輪場 

令和６年２月６日、同月８日及び

同月１３日 

令和６年２月２１日 

４ 処分自転車等の保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

  所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

（令和６年５月２２日掲示済） 
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和歌山市告示第２３５号 

 納税通知書を別紙の者に送付したところ、住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないため送達できないの

で、和歌山市税条例（昭和２９年条例第３０号）第１６条の規定により、次のとおり告示する。 

 なお、送達すべき納税通知書は、市民税課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。 

  令和６年５月２４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 送達書類の名称  令和６年度軽自動車税（種別割）納税通知書（口座振替） 

２ 交付期限     公示日より７日を経過した日から５年 

３ 交付場所     和歌山市財政局税務部市民税課 

（別紙省略） 

（令和６年５月２４日掲示済） 
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和歌山市告示第２３６号 

 差押調書（謄本）、配当計算書（謄本）を送達すべきところ、住所及び居所が明らかでないため送達できない

ので、和歌山市税条例（昭和２９年条例第３０号）第１６条の規定により次のとおり告示する。 

 なお、送達すべき差押調書（謄本）、配当計算書（謄本）は納税課において保管し、送達を受けるべき者の申

出により交付する。                 

  令和6年 5月24日                     

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 （登載省略） 

（令和６年５月２４日掲示済）                                   
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和歌山市告示第２３７号 

 次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため後期高齢者医療保険料決定（変更）通知書が送達

できないので、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき後期高齢者医療保険料決定（変更）通知書は、保険総務課において保管し、送達を受けるべ

き者の申出により交付する。 

令和６年５月２４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

年度 種別 

令和５年度 後期高齢者医療保険料 

  

  

（別紙省略）  

（令和６年５月２４日掲示済） 
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－22－ 

和歌山市告示第２３８号 

 次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため後期高齢者医療保険料督促状が送達できないので、

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき後期高齢者医療保険料督促状は、保険総務課において保管し、送達を受けるべき者の申出に

より交付する。 

令和６年５月２４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

年度 種別 備考 

令和５年度 後期高齢者医療保険料 納期は、令和６年６月１０日に変更する。 

（別紙省略） 

（令和６年５月２４日掲示済）
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和歌山市告示第２３９号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令和６年  

５月２４日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供

する。 

  令和６年５月２４日 

                                和歌山市長  尾 花 正 啓     

 

整理番号 路線名 区域変更の区間 

旧

新

別 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

３７－９７ 紀伊９７号線 

和歌山市府中５１７番１地先 

      ～ 

和歌山市府中５１７番７地先 

旧 ６５．２０ 

１．８０  

～ 

２．５０  

新 ６５．２０ 

４．００ 

～  

５．００ 

 

（令和６年５月２４日掲示済）  
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和歌山市告示第２４０号 

 差押調書（謄本）及び配当計算書を送達すべきところ、住所及び居所が明らかでないため送達できないので、

和歌山市税条例（昭和２９年条例第３０号）第１６条の規定により次のとおり告示する。 

 なお、送達すべき差押調書（謄本）及び配当計算書は納税課において保管し、送達を受けるべき者の申出によ

り交付する。                 

  令和6年 5月27日                     

和歌山市長  尾 花 正 啓    

（登載省略） 

（令和６年 ５月２７日掲示済）                                  
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和歌山市告示第２４１号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため介護保険料納入通知書の送達ができないので、介

護保険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２

０条の２の規定により告示する。 

なお、送達すべき介護保険料納入通知書は、介護保険課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交

付する。 

令和６年５月２９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

 

 

年度 種別 備考 

令和５年度 介護保険料納入通知書  

（別紙省略） 

（令和６年５月２９日掲示済）
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和歌山市告示第２４２号  

 市民税・県民税・森林環境税督促状、固定資産税・都市計画税督促状及び軽自動車税（種

別割）督促状を別紙の者に送付したところ、住所又は居所が明らかでないため送達できない

ので和歌山市税条例（昭和２９年条例第３０号）第１６条の規定により告示する。  

 なお、送達すべき督促状は、納税課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交

付する。  

  令和６年５月３１日  

和歌山市長   尾  花  正  啓     

 （別紙省略）  

（令和６年５月３１日掲示済）
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－27－ 

 

和歌山市告示第２４３号 

 和歌山市国民健康保険条例（昭和３４年条例第１１号）第１１条第１項、第１１条の６の５第１項及

び第１１条の１０第１項の規定による令和６年度和歌山市国民健康保険料率を次のとおり決定したので、

同条例第１１条第３項、第１１条の６の５第３項及び第１１条の１０第３項の規定により告示する。 

  令和 ６年 ５月３１日 

                                                和歌山市長  尾 花 正 啓 

 

    医 療 分 支 援 分 介 護 分 

所得割 １００分の９．３７ １００分の２．３５ １００分の２．５９ 

被保険者均等割 

１人につき 
２４，６００円 ７，５６０円 ８，７６０円 

世帯別平等割 

１世帯につき 

２２，８００円 ５，７６０円 ５，１６０円 

世帯別平等割 

（特定世帯） 

１世帯につき 

１１，４００円 ２，８８０円 ５，１６０円 

世帯別平等割 

（特定継続世帯） 

１世帯につき 

１７，１００円 ４，３２０円 ５，１６０円 

（令和６年５月３１日掲示済）  
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和歌山市告示第２４４号 

 和歌山市国民健康保険条例（昭和３４年条例第１１号。以下「条例」という。）第１５条第１項、同

条第４項及び第５項において準用する同条第１項並びに第１５条の２の２第１項の規定による令和６年

度和歌山市国民健康保険料を減額する額を次のとおり決定したので、条例第１５条第３項において準用す

る条例第１１条第３項、条例第１５条第４項において準用する条例第１１条の６の５第３項、条例第１

５条第５項において準用する条例第１１条の１０第３項及び条例第１５条の２の２第２項において準用

する条例第１１条第３項の規定により告示する。             

  令和 ６年 ５月３１日 

                                               和歌山市長  尾 花 正 啓 

 

１ 条例第１５条第１項第１号、同条第４項及び第５項において準用する同条第１項第１号並びに条例

第１５条の２の２第４項に該当する者 

 医 療 分 支 援 分 介 護 分 

被保険者均等割 １人につき １７，２２０円 ５，３００円 ６，１４０円 

被保険者均等割 １人につき 

（未就学児） 

２０，９１０円 ６，４３０円  

世帯別平等割  １世帯につき 
１５，９６０円 ４，０４０円 ３，６２０円 

世帯別平等割  １世帯につき 

（特定世帯） 

 ７，９８０円 ２，０３０円 ３，６２０円 

世帯別平等割  １世帯につき 

（特定継続世帯） 

１１，９７０円 ３，０４０円 ３，６２０円 
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２ 条例第１５条第１項第２号、同条第４項及び第５項において準用する同条第１項第２号並びに条例

第１５条の２の２第４項に該当する者 

 医 療 分 支 援 分 介 護 分 

被保険者均等割 １人につき １２，３００円 ３，７８０円 ４，３８０円 

被保険者均等割 １人につき 

（未就学児） 

１８，４５０円 ５，６７０円  

世帯別平等割  １世帯につき 
１１，４００円 ２，８８０円 ２，５８０円 

世帯別平等割  １世帯につき 

（特定世帯） 

 ５，７００円 １，４４０円 ２，５８０円 

世帯別平等割  １世帯につき 

（特定継続世帯） 

 ８，５５０円 ２，１６０円 ２，５８０円 

３ 条例第１５条第１項第３号、同条第４項及び第５項において準用する同条第１項第３号並びに条例

第１５条の２の２第４項に該当する者 

 医 療 分 支 援 分 介 護 分 

被保険者均等割 １人につき ４，９２０円 １，５２０円 １，７６０円 

被保険者均等割 １人につき 

（未就学児） 

１４，７６０円 ４，５４０円  

世帯別平等割  １世帯につき 
４，５６０円 １，１６０円 １，０４０円 

世帯別平等割  １世帯につき 

（特定世帯） 

２，２８０円 ５９０円 １，０４０円 

世帯別平等割  １世帯につき 

（特定継続世帯） 

３，４２０円 ８８０円 １，０４０円 

                                           （令和６年５月３１日掲示済） 
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和歌山市告示第２４５号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため、督促状の送達ができないので、国民健康保険法

（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２

の規定により告示する。 

なお、督促状は、国保年金課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。  

令和６年５月３１日 

                            和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

年 度 期（月）別 種 別 備 考 

令和５年度 第９期 

第１０期 

 

 

 

国民健康保険料 督促状の指定納期限を令和６年６月１０日に変更する。 

（別紙省略） 

（令和６年５月３１日掲示済） 
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和歌山市告示第２４６号 

  次の書類に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないためその書類の送達ができない

ので、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。  

 なお、送達すべき書類は、国保年金課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付

する。 

  令和６年５月３１日 

                                                和歌山市長  尾  花  正  啓 

                         

 

 

    年 度 

 

 

      種    別 

 

 

        備      考 

 

令和５年度 国民健康保険料更正通知書 納期は、令和６年６月２４日に変

更する。 

令和５年度 国民健康保険料納入通知書 納期は、令和６年６月２４日に変

更する。 

（令和６年５月３１日掲示済）  
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公   告 

 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号による道路の位置を次のとおり指定

する。            

 

令和６年５月１６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 
指定年月日 

指定番号 

地名地番 申請者住所氏名 道路幅員×延長 

  総延長 

令和６年５月１４日 

和建指第２７６０号 

和歌山市福島字小路口２

００番１ 

 

（登載省略） ４．７０ｍ × ３２．７５ｍ 

 

 

 

 ３２．７５ｍ 

                                （令和６年５月１６日掲示済）  
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－33－ 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

 

令和６年５月２０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市木枕字矢出垣内２６０番２ （登載省略） 

和歌山市朝日字烏帽子４９５番１、４９６番２ （登載省略） 

和歌山市朝日字烏帽子４９５番２ （登載省略） 

                                 （令和６年５月２０日掲示済）
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－34－ 

公   告 

 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号による道路の位置を次のとおり指定

する。            

 

令和６年５月２０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 
指定年月日 

指定番号 

地名地番 申請者住所氏名 道路幅員×延長 

  総延長 

令和６年５月１６日 

和建指第２７５７号 

和歌山市内原字向畑１０

２３番１ 

 

（登載省略） ６．００ｍ × ３２．５７ｍ 

 

 

 

 ３２．５７ｍ 

（令和６年５月２０日掲示済） 
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－35－ 

公   告 

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

 

  令和６年５月２７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市木ノ本字谷河橋７６０番１ （登載省略） 

（令和６年５月２７日掲示済） 
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－36－ 

公   告 

 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号による道路の位置を次のとおり指定

する。            

 

令和６年５月２８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 
指定年月日 

指定番号 

地名地番 申請者住所氏名 道路幅員×延長 

  総延長 

令和６年５月２４日 

和建指第２７６１号 

和歌山市有家字ソリハシ

９８番２、９９番２の一

部、１００番１１、１０

１番４ 

 

和歌山市美園町四丁目３

１番地７ 

株式会社 MTestate 

代表取締役 田端 裕 

６．００ｍ × ４７．７３ｍ 

５．００ｍ × １９．１０ｍ 

 

 

 ６６．８３ｍ 

（令和６年５月２８日掲示済） 

 

 



           和歌山市公報（第１７７６号）  令和６年（２０２４年）６月３日 

 

－37－ 

和歌山市選挙管理委員会告示第１１号 

 和歌山市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  令和６年５月２４日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長 宮 原 秀 明 

１ 日時 令和６年６月３日（月）午前１０時００分 

２ 場所 和歌山市西汀丁３６番地 

和歌山商工会議所１階選挙管理委員会室 

３ 案件 

（１） 選挙人名簿に登録するについて 

（２） 直接請求に必要な選挙人の数について 

（３） 選挙人名簿から抹消するについて  

                            （令和６年５月２４日掲示済） 
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－38－ 

和歌山市選挙管理委員会告示第１２号 

 和歌山市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  令和６年５月２８日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長 宮 原 秀 明 

１ 日時 令和６年５月２９日（水）午前１０時００分 

２ 場所 和歌山市西汀丁３６番地 

和歌山商工会議所１階選挙管理委員会室 

３ 案件 

選挙人名簿の定時登録日の変更について  

                            （令和６年５月２８日掲示済） 
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－39－ 

和歌山市選挙管理委員会告示第１３号 

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項及び同法施行令第１４条の規定により、同項に定め

る選挙人名簿の登録の日を次のとおり変更する。 

令和６年５月２９日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長 宮 原 秀 明 

 

定時登録日      変更前  令和６年６月１日 

変更後  令和６年６月３日 

 

変更前  令和６年９月１日 

変更後  令和６年９月２日 

 

変更前  令和６年１２月１日 

変更後  令和６年１２月２日 

 

（令和６年５月２９日掲示済）
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－40－ 

和歌山市選挙管理委員会告示第１４号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の規定による各種請求、市町村の合併の特例に関する法律（平成１６

年法律第５９号）の規定による各種請求及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６

２号）の規定による委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は、次のとおりである。 

令和６年６月３日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長 宮 原 秀 明 

 

１ 地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項並びに市町村の合併の特例に関する法律第４条第１項及び第

５条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 

                                         ６，０３３人 

２ 地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条第１項及び第８６条第１項並びに地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第８条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数 

                                       １００，５３７人 

３ 市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項及び第５条第１５項に規定する選挙権を有する者の総数の

６分の１の数 

                                        ５０，２６９人 

（令和６年６月３日掲示済）
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－41－ 

和歌山市監査委員告示第１号 

 包括外部監査の事務を補助する者について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３２第１項

の規定による包括外部監査人との協議が調ったので、同条第２項の規定により次のとおり告示する。 

  令和６年５月２３日 

和歌山市監査委員  森 田 昌 伸    

同  上    柳 野 純 夫    

同  上    古 川 祐 典    

同  上    園 内 浩 樹    

１ 包括外部監査の事務を補助する者の氏名及び住所 

  寺川徹也 （住所省略） 

  村尾伸之 （住所省略） 

  長田有加 （住所省略） 

  折元裕  （住所省略） 

  勝間田修一 （住所省略） 

 

２ 包括外部監査の事務を補助する者が包括外部監査人の監査の事務を補助できる期間 

  令和６年５月２３日から令和７年３月３１日まで 

  （令和６年５月２３日掲示済）  
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－42－ 

 

和歌山市教育委員会告示第８号 

 和歌山市教育委員会定例会を次のとおり開催することとし、招集したので告示する。 

令和６年６月３日 

                                和歌山市教育委員会      

                                教育長  阿 形 博 司    

１ 日時 令和６年６月６日（木） 午後６時から 

２ 場所 和歌山市七番丁２３番地 

     和歌山市役所１１階 教育委員室 

３ 事案 

（１）令和６年６月議会教育委員会関係の補正予算（案）について 

（２）和歌山市夜間中学設置実施計画（案）について 

（３）その他

（令和６年６月３日掲示済） 
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－43－ 

和歌山市企業局告示第１９号 

排水処理施設の供用を開始するので、和歌山市農業及び漁業排水処理施設条例（平成１２年条例第１３２号）

第４条の規定により告示する。 

令和６年５月３１日  

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男 

１ 供用を開始すべき年月日 

令和６年６月１日 

２ 供用開始区域 

 田ノ浦の一部 

 詳細図 別紙のとおり 

 （別紙省略） 

（令和６年５月３１日掲示済）  

 

 

 


